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「自動車運送業等及び自衛隊における人材確保の取組に係る申合せ」 

に関する取組の報告等のお願い 

 

 

自動車運送業・自動車整備業に係る行政の推進につきましては、日頃より格別の御協力を

いただき、御礼申し上げます。 

バス、タクシー、トラックといった自動車運送業や自動車整備業は担い手不足が大きな課

題となっていることから、本年６月 28日に、国土交通省・防衛省・業界団体との間で「自

動車運送業等及び自衛隊における人材確保の取組に係る申合せ」（国官参交産第 15 号、国自

旅第 109 号、国自貨第 167 号、国自整第 72号、防人育第 14741 号、日バス協労安第 209 号、

全タク連発第 43 号、全ト協発第 160 号（経）、６教第 15号）を締結したところです。 

今後、全国各地で本申合せに基づく業種説明会や運転体験会等の取組が実施され、退職自

衛官の自動車運送業や自動車整備業への更なる再就職へつなげていきたいと考えており、

つきましては、本申合せに基づく取組の実施状況について把握したく、別添様式に記入を頂

き、四半期単位で取りまとめの上（※）、御提出をお願いします。 

調査票に記載した事項については、その内容について公表する場合がございます。 

加えて、更なる取組の推進に向けて、本申合せに基づき、防衛省・自衛隊及び業界団体と

の連携を強化するとともに、当該取組について、ウェブサイトや広報誌で周知を行うなど、

積極的な情報発信を行うようご協力をお願いします。 

なお、別添のとおり業界団体あてに送付しておりますので、参考まで送付いたします。 

 

※今回は、令和６年４月～７月末までの実績とともに、令和６年８月・９月の予定について

記入をお願いします。 

 

 ＜連絡先＞ 

総合政策局参事官（交通産業）室 善福、益塚、水口、渡辺 

TEL 03-5253-8275（直通） 

物流・自動車局自動車整備課 浅野、金子 

TEL 03-5253-8600（直通） 


